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12 月定例会のあらまし12 月定例会のあらまし
　令和７年１２月定例会は１２月２日から１２月１２日までの１１日間にわたって開かれました。白石市長
より条例の一部改正、令和７年度各会計補正予算、指定管理者の指定など３２件の議案が提出され、３１件
が原案のとおり可決され、１件が否決されました。議決結果一覧は１１ページのとおりです。

●たむらクリーンセンター基幹的設備改良工事請負契約の変更について●たむらクリーンセンター基幹的設備改良工事請負契約の変更について

工事の目的 　たむらクリーンセンター基幹的設備改良工事

契約金額 　（変更前）２３億９，８００万円
　（変更後）２４億５，３５０万６千円

契約の相手方

　（変更前）
　東京都品川区南大井六丁目 26 番 3 号
　　エスエヌ環境テクノロジー株式会社 東京支店
　　　支店長 新保 和彦
　（変更後）
　東京都品川区南大井六丁目 26 番 3 号
　　カナデビアＥ＆Ｅ株式会社 東京支店
　　　支店長 新保 和彦

　契約の一部を変更するため、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例の規定（※１）により、議会の議決を求めるものであり、原案のとおり可決しました。
　詳細は、次のとおりです。

たむらクリーンセンターたむらクリーンセンター

●議長不信任決議について●議長不信任決議について
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 議長不信任決議 否決 ７ ： ９ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○

○：賛成　●：反対

※１　議会の議決に付さなければならない契
約は予 定 価 格 １ 億 ５，０ ０ ０ 万 円 以 上 の
工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 規 定。

１２月１２日に半谷理孝議員ほか３名の議員から「議長不信任決議」が提出されました。
起立採決の結果、下表のとおり賛成少数で否決されました。
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●令和７年度補正予算●令和７年度補正予算

○一般会計補正予算（第５号）

　令和７年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算並びに企業会計補正予算が提出され、原案のとおり可
決しました。補正予算の主な内容は、次のとおりです。

補正額（補正後予算総額） 補正の主な内容
事　業　名 補　正　額

８，８７４万３千円増
（298 億 523 万 2 千円）

障害福祉サービス費等 ５，２０５万６千円

ほ場整備に係る換地業務（３地区分） ４，２９０万４千円

消防施設等整備事業 △２，６９８万８千円

○特別会計補正予算
会　計　名　称 補　正　額 補正後の予算総額

国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ８，２３４万円００   ３４億６，５６０万１千円

国民健康保険特別会計補正予算（第４号） １６６万１千円  ３４億６，７２６万２千円

介護保険特別会計補正予算（第２号） ２４０万２千円   ４８億２，３７７万７千円

介護保険特別会計補正予算（第３号） ４８０万１千円 ４８億２，８５７万８千円

後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） ２８８万８千円 ４億８，５６４万４千円

診療所事業特別会計補正予算（第２号） ±０円   ２億１，５８６万３千円

診療所事業特別会計補正予算（第３号） △６６２万円００   ２億　 ９２４万３千円

○企業会計補正予算
会　計　名　称 補　正　額 補正後予算総額

水道事業（第２号）
収益的収入 ９９３万２千円 ６億７，４００万円００

収益的支出 ９９３万２千円 ６億７，４００万円００

水道事業（第３号）
収益的収入 ２４０万４千円 ６億７，６４０万４千円

収益的支出 ２４０万４千円 ６億７，６４０万４千円

下水道事業（第２号）
収益的支出 △８５万円００ ６億１，３４５万７千円

資本的支出 ８５万円００ ５億３，９４９万６千円

病院事業（第２号）

収益的収入 ９９万４千円 ２億８，４２９万３千円

収益的支出 ９９万４千円 ２億８，４２９万３千円

資本的収入 ７，６１５万５千円 ３７億２，０６４万４千円

資本的支出 ７，６１５万５千円 ３７億２，０６４万４千円

○一般会計補正予算（第６号）
補正額（補正後予算総額） 補正の主な内容

事　業　名 補　正　額

１億７２４万２千円増
（299 億 1,247 万 4 千円）

人件費（給与改定分） ６，８２８万３千円

減債基金積立金 ３，９３１万円００

予備費 △３５万１千円
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一般質問一覧表一般質問一覧表
議　員　名 質　　問　　事　　項 ページ

一般質問

二瓶恵美子議員
子育て支援と教育環境について P5
滝根地区の公共施設について 〃
観光事業とイベントについて

蒲生　康博議員

星の村ふれあい館の令和８年度指定管理者の公募について P5
生活道路の整備と維持について 〃
学校部活動の地域連携及び教員負担について

観光大使、昆虫サポーター及びマスコットキャラクターの活用について

吉田　文夫議員

安心して通える幼稚園・保育所について P6
学童保育（放課後児童健全育成事業）について 〃
教育振興策について
福祉・介護の支援策について
地域振興策について

吉田　一雄議員

人口減少・高齢化問題について P6
鳥獣被害対策について 〃
防犯・防火対策について
教育行政について

佐藤　重実議員

田村広域行政組合解散後の民間業務委託について
統合小学校の今後の取り組みについて P7
スクールバスの基準見直しと登下校時の熊対策について 〃
偉人佐久間庸軒の文化財保存と功績のＰＲについて
田村市の知名度向上について

石井　忠重議員

インバウンド集客について
買物弱者対策について P7
市飲用井戸等整備事業補助金について 〃
はやま農場について

大河原孝志議員

町立三春病院について
ヤングケアラーについて P8
畜産振興について 〃
危険木の伐採等に係る費用補助について

管野　公治議員
行政改革について P8
教育振興について 〃
子育て支援事業について

菊地　武司議員

再生可能エネルギーと税収対応について P9
地場産業としての公共工事の現状と今後について 〃
原子力発電に係る各種施策について
鳥獣被害対策について

半谷　理孝議員

定住促進について P9
地域ボランティア（人足）について
道路の整備について
森林行政について
教育行政について P9

石井　忠治議員
新病院建設に伴う地域経済の活性化について
教育行政について P10
農業振興について 〃

☆田村市議会 YouTube チャンネル☆
 　https://www.youtube.com/channel/UCRFbbXHGcxXZ__l9RSphuTQ

　一般質問の方の欄にＱＲコードを掲載しております。スマートフォンなどで読み取ると、
YouTube の録画映像にアクセスできますのでご活用ください。
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１１月に地元大字会長等
に説明しました。

星の村ふれあい館は日帰り入浴、食事、宴会、宿
泊など多様な機能を有しており、休止に伴いこれら
のサービスがご利用いただけなくなりますが、近隣
に同じ機能を持つ老人憩の家「針湯荘」があり、利
用者の皆様に大きな支障をきたすものではないと考
えております。
　先月、地元の大字会の会長等に当館の運営状況及
び来年 4 月から休館となる旨を説明しております
が、会長等からは、休館について会員に共有すると
のことでありました。

（市長）

現在、検討を進めて
います。

ベビーシッター支援
などの考えは。住民説明会の実施は。

星の村ふれあい館の指定管理者の公募について 子育て支援と教育環境について

地域住民への影響と地元説明会の内容は。Ｑ Ｑ

録画映像は
こちらから

録画映像は
こちらから

市の支援策として、生後 6 か月から小学生まで
を対象とするファミリーサポートセンター事業があ
りますが、出産後から生後 6 か月までの支援策は、
現在のところ実施しておりません。
　このような状況を改善し、切れ目のない子育て支
援の提供を目的に、妊婦から満１歳までの乳児をも
つ母親を対象に、子育てヘルパーが訪問し、家事や
子育てなどの支援を行う子育て世帯訪問支援事業の
実施について、現在、検討を進めております。

ＡＡ（市長）

ファミリーサポートセンター事業 （研修の様子）ファミリーサポートセンター事業 （研修の様子）

滝根地区の公共施設について

ＡＡ（教育部長）

行政局と公民館の複合化、地域活性に繋がる移設
を検討するための集約計画について、令和 5 年 2 
月に開催された滝根地域まちづくり協議会において
委員から、早急に施設の建設を求める意見があった
一方、施設は必要としつつも、まずは適正な面積を
検討するべきとの意見もあり、現在、具体的な結論
には至っておりません。
　市といたしましては、行政局と公民館が離れてい
ることで緊密な連携や緊急時の対応等に課題もある
ため、集約について進めてまいります。

ＡＡ

道路整備の予算は、令和 3 年度の決算額が 1 億
8,209 万 3,554 円で、本年度の予算額が 7,314 万
5,000 円であり、率にして約 6 割減少しております。
　事業箇所数は、令和 3 年度が 23 路線に対して、本
年度は 20 路線の予定で 3 路線の減となっております。

生活道路の整備と維持について

道路整備事業（市単独事業）の箇所数と予算推移は。Ｑ

（建設部長）ＡＡ

星の村ふれあい館星の村ふれあい館

　二瓶　恵美子議員二瓶　恵美子議員蒲生　康博議員蒲生　康博議員

Ｑ 滝根公民館と滝根行政局の集約計画の進捗状況は。

道路整備の状況道路整備の状況

出産後から生後６か月までの人的支援は。
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合計 771 世帯です。 出生後 6 か月から満 3 歳
未満の未就園児です。

こども誰でも通園
制度の対象者は。

録画映像は
こちらから

録画映像は
こちらから

　吉田　文夫議員吉田　文夫議員　吉田　一雄議員吉田　一雄議員

令和７年 11 月 1 日現在、滝根地域 77 世帯、大
越 地 域 122 世 帯、 都 路 地 域 84 世 帯、 常 葉 地 域
125 世帯、船引地域 363 世帯の合計 771 世帯であ
ります。
　船引地域 363 世帯の内訳は、船引地区 123 世帯、
文珠地区 21 世帯、美山地区 18 世帯、瀬川地区
53 世帯、移地区 64 世帯、芦沢地区 27 世帯、七
郷地区 40 世帯、要田地区 17 世帯であります。
　有事における公助の対応及び地域との連携につい
ては、要配慮者の支援として、一般の避難所での避
難生活が困難な高齢者や障がいのある方などが安心
して避難できるように、二次避難としての福祉避難
所を指定しているほか、災害時の安否確認等の支援
を迅速に行うための、避難行動要支援者名簿及び個
別避難計画の作成と管理に取り組んでおります。こ
の名簿等により、近隣による見守りや行政区、自主
防災組織といった地域の力を活用し、地域における
共助の支援体制、地域の支え合い、助け合いによる
避難支援の仕組みづくりを推進しております。

人口減少・高齢化問題について

独居高齢者の世帯数（行政局、出張所管内ごと）と
有事の際の対応は。

Ｑ

幼稚園・保育所について

こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを
応援し、こどもの良質な育成環境を整備するととも
に、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やラ
イフスタイルにかかわらない形での支援を強化する
ため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要
件を問わず、時間単位で柔軟に利用できるもので、
来年度から全国全ての自治体で実施されます。
　制度の概要については、対象者を、出生後 6 か
月から満 3 歳未満の未就園児とし、実施施設は、
認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育所、
家庭的保育所、事業所内保育所などになります。
　利用方法は、保護者が申請した後、市が認定を行
い、空き状況に応じて利用調整するもので、本定例
会に関係する条例制定について、ご提案をさせてい
ただいております。
　なお、現時点において、国のガイドライン等、補
助基準をはじめ具体的な内容が示されていないた
め、情報収集を進め、運用開始に向けて準備を進め
てまいります。

ＡＡ（副市長）

こども誰でも通園制度の実施内容及び補助基準は。Ｑ

学童保育について

ＡＡ（保健福祉部長）

支援や配慮を必要とするこどもの対策は。Ｑ

発達や障がい、家庭の事情等で支援を要する児童
には、学校、社会福祉協議会、子育て支援センター
など関係機関と連携して支援体制を構築しているほ
か、専門職の配置や加配、保護者支援も併せて進め
ております。

（市長）ＡＡ

市では、大型野生鳥獣出没対応マニュアルについ
て、本年の改正鳥獣保護管理法の施行に伴う緊急銃
猟制度への対応のため、改訂を進めております。
　ハンターの確保については、田村市鳥獣被害対策
実施隊員の高齢化や、将来的な担い手不足などの課
題を認識しており、その対策として、有害狩猟鳥獣
捕獲担い手確保支援事業により、新規に狩猟免許を
取得する際の免許申請手数料や、講習会の参加に係
る費用に対する支援などを実施しております。

鳥獣被害対策について

（産業部長）ＡＡ

囲い罠の様子囲い罠の様子

こども園の様子こども園の様子

Ｑ 緊急銃猟対応マニュアル作成状況とハンターの
確保や猟友会との連携は。

独居高齢者の世帯数は。
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過去６年間で
３５３件です。 合計 1 億 7,246 万円です。

統合に要した経費は。井戸整備事業の
実績は。

統合小学校の今後の取組みについて

録画映像は
こちらから

録画映像は
こちらから

　佐藤　重実議員佐藤　重実議員石井　忠重議員石井　忠重議員

小学校統合に要した金額は、駐車場整備工事な
どに 1 億 1,486 万円、スクールバス 7 台の購入に
5,760 万円の計 1 億 7,246 万円であります。
　学校を存続させる考えについては、本市では、ふ
くしまの復興の象徴として、少人数教育のよさを生
かしたきめ細やかな指導や特色ある教育活動を実施
するために、昨年度より都路小学校、都路中学校が
小規模特認校としてスタートしていることを念頭に
おき、学校や地域、保護者等より小規模特認校制度
についての要望がある場合は、文部科学省の方針に
基づき、総合的に判断してまいります。

（教育長）

船引地区小学校統合に要した金額と小規模特認校に
よる学校存続の考えは。

Ｑ

ＡＡ

スクールバスについて

検討委員会を、本年 6 月から 9 月までに計 4 回開
催し、10 月 22 日に委員長から提言書を受理いたし
ました。主な内容は、徒歩通学の推奨距離を小中学校
ともに 1.5 ｋｍ未満とすること、1.5 ｋｍ以上はスクー
ルバスの利用を可能とすること、中学校の自転車通学
距離は 1.5 ｋｍ以上を対象とすること、通学距離が 1.5
ｋｍ以上であるがスクールバスを利用できない場合を
遠距離通学助成金の対象とすることなどであります。
　提言書を基に今後は、スクールバスの利用対象とな
る児童生徒の把握や運行路線の整理など、基準の見直
しを進めるとともに、車両の適正配置について検討し
てまいります。

（教育部長）

Ｑ

ＡＡ

買物弱者対策について

昨年度の支援実績は、宅配サービス 8 事業者に
対して 59 万 8,000 円、移動販売 4 事業者に対し
て 53 万 3,000 円、合計 12 事業者に 113 万 1,000
円を交付しております。
　今後の見通しといたしましては、市民の高齢化等
に伴い需要が増えると見込まれますが、物価・燃料
高騰等の影響により事業者の確保が困難な状況にな
りつつあることから、本年度から補助金の交付上限
額を増額し、事業者が減少しないよう支援しており
ます。

（副市長）

宅配サービス及び移動販売の支援実績と今後の
見通しは。

Ｑ

ＡＡ

市飲用井戸等整備事業補助金について
①創設以降の申請状況と傾向及び交付実績は。
②補助額見直しなどの考えは。

Ｑ

（上下水道局長）ＡＡ

美山小学校 （令和５年度から瀬川小、 緑小と統合）美山小学校 （令和５年度から瀬川小、 緑小と統合）

通園・通学のあり方に関する検討委員会の開催数と
提言内容及び基準見直しの検討は。

移動販売 （イメージ）移動販売 （イメージ）

①創設された令和元年度から令和 5 年度までの申
請状況は、単独設置が 304 件、共同設置が 7 件、
配管整備が 1 件であり、制度が延長された昨年度は、
単独設置が 41 件であります。
　傾向としては、制度が開始された令和元年度と、
5 年間の期限付きだった令和 5 年度に件数が集中し
ており、昨年度以降は、猛暑など近年の異常気象の
影響による問い合わせが多く、本年度は件数が増加
しております。
　交付実績は、昨年度までの 6 年間で、総件数
353 件、補助金額 7,109 万 2,000 円を交付してお
ります。
②昨今の資材価格や施工費の上昇により、工事費用
が高騰していることは承知しており、補助額の見直
しについては、財政状況等を踏まえながら検討して
まいります。
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今後も効率的な行政
運営に取り組みます。

クラスター方式の現状は。

録画映像は
こちらから

　管野　公治議員管野　公治議員

ヤングケアラー（※ 2）について

ヤングケアラー支援の対策及び今後の支援は。Ｑ

受精卵移植に係る補助事業は、乳用牛受精卵移植
の助成を支援しておりましたが、乳用牛の雌牛導入
や自家保留に対する支援への要望が多く、受精卵助
成の要望がなかったことから、事業を廃止しており
ます。
　今後も、畜産農家などからの要望を伺いながら、
事業の実施について検討してまいります。

ＡＡ（産業部長）
受精卵移植に係る補助事業は。Ｑ

行政改革について

孤立を防ぐ取組みを
進めてまいります。

ヤングケアラーの支援は。

録画映像は
こちらから

大河原　孝志議員大河原　孝志議員

ＡＡ（教育長）
現在、市では対象児童の早期把握、早期対応がで

きるよう、子ども家庭相談員と学校や学童保育など
関係機関との定期的な話し合いの場を設け、情報共
有を行っております。また、ヤングケアラーのみで
なく、一人ひとりのこどもが健やかに成長できるよ
う、家庭訪問などによる相談を行い、各家庭に寄り
添った支援を行っております。
　今後は、児童生徒へ向けた相談窓口の周知、各関
係機関との連携を強化し、こどもの孤立を防ぐ取組
みを進めてまいります。

町村合併時のクラスター方式の現状は。Ｑ
ＡＡ（市長）

クラスター方式については、合併 5 町村それぞ
れの個性を高めつつ連携を深めることにより、市全
体のまとまりと発展につながるとの考えのもと、田
村市の合併方針として定められ、これまで運用して
きております。合併以降、業務の効率化を進め、職
員数の削減に取組むなど、事務事業を再編し、市民
がどの地域に住んでいても同質のサービスを享受で
きるという合併時のクラスター方式の理念を堅持し
ながら、地域の特性を活かしたまちづくりに取り組
んでまいりました。
　しかしながら、地方財政を取り巻く環境は一層厳
しさを増し、本市でも更なる合理化・効率化が求め
られております。
　今後も市民の声に耳を傾け、引き続き行政局の役
割、地域の在り方を検討するとともに、効率的な行
政運営に取組み、「市民目線で元気で安心なまちづ
くり」の実現に努めてまいります。

教育振興について

Ｑ
ＡＡ （教育長）

市では、子育て支援を推進し保護者の負担軽減を
図るため、小中学校に在籍する第 2 子以降の給食
費を無償化する学校給食費免除事業と、経済的に困
窮する保護者や特別な支援を要する児童生徒の保護
者に対して各種就学援助事業を実施しております。
　本年度における学校給食費免除事業では、小学生
614 人、中学生 60 人の給食費を免除し、各種就学
援助事業では、要・準要保護児童生徒就学援助制度
及び被災児童生徒等就学支援制度において、小学生
108 人、中学生 79 人の給食費を全額援助しており
ます。また、特別支援教育就学奨励費制度では、小
学生 47 人、中学生 14 人の給食費の半額を援助し
ております。

学校給食費無償化の実施状況は。

学校給食の様子学校給食の様子

畜産振興について

※ 2　家族の病気、障がい、高齢などにより、子どもや若者が日常的に
　　介護や家事を担っている人を指します。



田村市議会9

　
次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
一
般
質
問
」
と
「
議
決
結
果
一
覧
」
で
す
。

　
次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
一
般
質
問
」
と
「
議
決
結
果
一
覧
」
で
す
。

県外の人が５年以上市内に
居住する場合が対象です。

４３基の風車が稼働
しています。

風力発電の実態は。移住者支援の対象者は。

録画映像は
こちらから

録画映像は
こちらから

　半谷　理孝議員半谷　理孝議員

定住促進について
再生可能エネルギーと税収対応について移住者支援の対象者及び非対象者と支援内容は。Ｑ

　菊地　武司議員菊地　武司議員

風力発電は、滝根町に 10 基、常葉町に 11 基、
都路町に 22 基、計 43 基の風車が稼働しており、
発電出力の合計は、11 万 459kW であります。
　太陽光発電は、市で把握できるものとして、資源
エネルギー庁が取りまとめる再生可能エネルギーの
固定買取価格制度、いわゆるＦＩＴの認定を受けて
いる発電施設は、本年 10 月末現在で 356 か所あ
ります。このうち 10kW 以上 50kW 満が 332 か所、
50kW 以上 1,000kW 未満が 21 か所、1,000kW
以上のメガソーラーが 3 か所あり、これらの発電
出力の合計は、約 2 万 9,365kW であります。
　水力発電は、都路町に 1 か所、船引町に 1 か所
の計 2 か所稼働しており、発電出力の合計は 3,362
kW であります。

（市長）ＡＡ

Ｑ 市内の風力発電、太陽光発電、水力発電の実態は。

地場産業としての公共工事の現状と今後について

過去 5 年間の入札実績は、令和 2 年度が 226 件、
99 億 118 万 8,000 円、 令 和 3 年 度 が 134 件、35
億 8,592 万 1,900 円、令和 4 年度が 142 件、26 億
7,542 万 3,100 円、令和 5 年度が 149 件、52 億 7,993
万 7,058 円、 昨 年 度 が 138 件、38 億 39 万 1,650
円となっております。
　公共工事における地場産業の考えといたしまして
は、公共工事を通じて地域経済の持続的発展を図るこ
とを念頭に、発注にあたりましては、公共性の確保を
前提にしつつ、可能な限り地元事業者の参加機会を確
保することで、地域内での雇用創出や技術の伝承、地
域経済の循環につなげていくことが重要であると認識
しております。

公共工事費の推移と地場産業としての考えは。Ｑ

（総務部長）ＡＡ

福島県における移住者の定義は、県外の人が概ね
5 年以上居住する意思を持って、県内に移り住むこ
とと示されており、市においても県の定義に基づ
き、県外の人が 5 年以上市内に居住する人を移住
者と認定し、移住者支援の対象としております。
　支援内容は、田村サポートセンターでの移住相談
や移住に係る補助金であります。田村サポートセン
ターでの移住相談は、市内のアテンドや地域コミュ
ニティなどの生活面、空き家等の住まいに関するこ
となど、移住に関する心配事をワンストップで相談
できる体制となっております。
　移住に係る補助金の支援は、Ｕターンするため
の引っ越し費用を補助する「Ｕターン定住化促進
事業」、子育て世帯が住宅を新築する費用を補助す
る「転入子育て世帯住宅取得補助金」、空き家を購
入又は賃貸し、改修する費用を補助する「空き家改
修支援事業」、子育て世帯が空き家を改修する費用
を補助する「住宅環境整備子ども応援事業」、市内
に転入し、就業若しくは起業した場合に、家賃の一
部を補助する「移住定住促進賃貸住宅家賃補助金」、
県外から被災 12 市町村への転入者に対し支給する

「福島県 12 市町村移住支援金」があります。

（市長）ＡＡ

教育行政について
Ｑ

東大 10 人構想の成果として、本年度は、全国学
力・学習状況調査において、中学校の国語、数学、
理科の 3 教科全てで全国平均を上回りました。
　また、8 月に行われた科学の甲子園ジュニア福島
県大会では、船引中学校が 2 位となり、12 月 12
日から行われる全国大会への切符を手にするなど、
子どもたちの学習に対する興味関心や意欲・向上心
などが高まってきております。

（教育長）ＡＡ

東大 10 人構想の成果は。

風力発電設備 （桧山高原）風力発電設備 （桧山高原）

授業推進員配置事業授業推進員配置事業
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様々な支援を行って
いきます。

あぶくま柏鵬高校
への支援は。

録画映像は
こちらから

　石井　忠治議員　石井　忠治議員

教育行政について

あぶくま柏鵬高校に対する行政支援は。Ｑ

市では現在、船引高校との連携事業として、地域
課題の解決策について協働で検討することを目的と
した地域密着型総合的探究事業や、将来の地域リー
ダー育成を目的としたアクティブリーダー育成プロ
ジェクトなどを展開しております。
　また、「福島イノベーション・コースト構想推進
機構（※ 3）」と連携し、獨協大学と慶應義塾大学
が福島復興に資するプロジェクトとして、船引高校
において事業を展開しております。
　そのほか、企業、学校、行政の三者が連携し、「働
きながら学び、学びながら働くことにより、生徒を
一人前の職業人に育てる」ことを目指した事業であ
る、デュアル実習での生徒の受入れに加え、講演会、
大学見学、資格取得など、生徒の目標実現や学力向
上に向けた事業に対しての支援を行っております。
　市といたしましては、現在行っている船引高校へ
の支援を継続しつつ、開校後も様々な支援を行って
まいりたいと考えております。

ＡＡ（教育長）

農業振興について
田村市農産物振興施設の利用実態と課題解決は。Ｑ

利用実態は、秋に収穫された農産物を中心に加工が
行われ、これまでに、そば製粉や干し芋加工の施設利
用があり、干し芋については、本年収穫したものを隣
接するさつまいも貯蔵施設で熟成させ、その芋を加工
することから、12 月より本格的な利用が見込まれて
おります。
　課題といたしましては、施設の利用拡大を図る必要
があることから、主力加工品である干し芋の生産拡大
をするための加工組織の立ち上げや、夏秋野菜の加工
に向けた検討を行っているところであり、今後、さら
に施設の利用が促進されるよう関係機関、団体と連携
し、取り組んでまいります。

ＡＡ （産業部長）

農産物振興施設農産物振興施設

 請願・陳情審査結果  請願・陳情審査結果 

請願請願

先の定例会から継続審査となっていた請願、陳情各１件、
１２月定例会において新たに提出された陳情５件が審議さ
れました。

【不採択】
・請願第１号 行政区環境整備に対する区長裁量予算の
確保について確保について

陳情陳情
【採択】
・陳情第１号 国に対し「選択的夫婦別姓制度の導入を
求める意見書」提出についての陳情

【採択】
・陳情第 ８ 号 「 最低賃金を引き上げやすい環境整備の
ために、中小企業・小規模事業者支援の拡充を求める意
見書 」 の提出について

【採択】
・陳情第９号 「院所・事業所の継続とケア労働者が働き続
けられる環境整備のため、診療報酬・介護報酬など公定価
格の引き上げを求める意見書」の提出について

【採択】
・陳情第１０号 物価上昇に見合う年金引き上げを求める
意見書の提出について

【採択】
・陳情第１１号 保育士配置基準の引上げの早期完全実施
とさらなる改善を求める意見書提出を求める陳情書

【採択】
・「陳情第１２号 保育所等に対する社会福祉施設職員等退
職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書の提出を
求める陳情書

議員発議による意見書 議員発議による意見書 
　１２月定例会において、議員発議による意見書提出の議案
６件が審議され、原案のとおり可決しました。

【発議第１０号】
・選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

【発議第１１号】
・最低賃金を引き上げやすい環境整備のために、中小企業・
小規模事業者支援の拡充を求める意見書

【発議第１２号】
・院所・事業所の継続とケア労働者が働き続けられる環境
整備のため、診療報酬・介護報酬など公定価格の引き上げ
を求める意見書

【発議第１３号】
・物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書

【発議第１４号】
・保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善
を求める意見書

【発議第１５号】
・保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
の公費助成の継続を求める意見書

※ 3　東日本大震災と福島第一原子力発電所事故からの被災地復興と
　　地域再生、産業創出を目的に設立された組織
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陳情 1 件を審査し、採択すべきものと決定陳情 1 件を審査し、採択すべきものと決定

区分 番号 件名 議決結果

議案

72 号 田村市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 原案可決
73 号 田村市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正 原案可決

74 号 田村市議会議員及び田村市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する
条例の一部を改正する条例 原案可決

75 号 田村市税特別措置条例の一部を改正する条例 原案可決

76 号 地方活力向上地域における田村市税の特例に関する条例の一部を改正する
条例 原案可決

77 号 田村市長寿者褒賞条例の一部を改正する条例 原案否決

78 号 田村市震災復興基金条例を廃止する条例 原案可決

79 号 令和７年度田村市一般会計補正予算 ( 第５号 ) について 原案可決
80 号 令和７年度田村市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第３号 ) について 原案可決
81 号 令和７年度田村市介護保険特別会計補正予算 ( 第２号 ) について 原案可決
82 号 令和７年度田村市後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第２号 ) について 原案可決
83 号 令和７年度田村市診療所事業特別会計補正予算 ( 第２号 ) について 原案可決
84 号 令和７年度田村市水道事業会計補正予算 ( 第２号 ) について 原案可決
85 号 令和７年度田村市病院事業会計補正予算 ( 第２号 ) について 原案可決
86 号 指定管理者の指定について 原案可決
87 号 指定管理者の指定について 原案可決
88 号 指定管理者の指定について 原案可決
89 号 指定管理者の指定について 原案可決
90 号 たむらクリーンセンター基幹的設備改良工事請負契約の変更について 原案可決
91 号 財産の取得について 原案可決
92 号 財産の無償貸付について 原案可決

93 号 田村市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例 原案可決

94 号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 原案可決
95 号 田村市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 原案可決
96 号 令和７年度田村市一般会計補正予算 ( 第６号 ) について 原案可決
97 号 令和７年度田村市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第４号 ) について 原案可決
98 号 令和７年度田村市介護保険特別会計補正予算 ( 第３号 ) について 原案可決
99 号 令和７年度田村市診療所事業特別会計補正予算 ( 第３号 ) について 原案可決
100 号 令和７年度田村市水道事業会計補正予算 ( 第３号 ) について 原案可決
101 号 令和７年度田村市公共下水道事業会計補正予算 ( 第２号 ) について 原案可決
102 号 旧大久保小学校解体工事請負契約の変更について 原案可決
103 号 財産の取得について 原案可決

発議

10 号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について 原案可決

11 号 最低賃金を引き上げやすい環境整備のために、中小企業・小規模事業者支援
の拡充を求める意見書の提出について 原案可決

12 号 院所・事業所の継続とケア労働者が働き続けられる環境整備のため、診療報酬・
介護報酬など公定価格の引き上げを求める意見書の提出について 原案可決

13 号 物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の提出について 原案可決

14 号 保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書の提
出について 原案可決

15 号 保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の継続を
求める意見書の提出について 原案可決

１２月定例会議決結果一覧表１２月定例会議決結果一覧表
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１２月定例会　各常任委員会活動報告１２月定例会　各常任委員会活動報告
総務文教常任委員会総務文教常任委員会

市民福祉常任委員会市民福祉常任委員会

議案８件を審査しました。議案８件を審査しました。

議案１０件、陳情５件を審査しました。議案１０件、陳情５件を審査しました。

議案８件を「可決すべきもの」と決定しました。主な審査内容は次のとおりです。

議案９件を「可決すべきもの」１件を「否決すべきもの」陳情５件を「採択すべきもの」と決定しました。
主な審査内容は次のとおりです。

議案審査議案審査

議案審査議案審査

田村市震災復興基金条例を廃止する条例田村市震災復興基金条例を廃止する条例
【概要】
本年度末をもって当該基金の積立金全額の充当が完
了し、今後の活用が見込まれないことから、条例を
廃止するもの。

財産の無償貸付について財産の無償貸付について
【概要】
令和８年３月３１日をもって貸付期間が満了する、
旧石森小学校の貸付期間を延長するため、地方自治
法第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求
めるもの。

田村市長寿者褒賞条例の一部を改正する条例田村市長寿者褒賞条例の一部を改正する条例
【概要】
長寿者褒賞の額の見直しにあたり、県内各市の支給
状況を参酌したものを基準額とするため、褒賞額を
３０万円から、１０万円に改めるもの。

財産の取得について財産の取得について

【概要】
田村市新病院に医療機器１０件を取得するもの。

【質問】
これまでの基金の活用状況は。

【回答】
旧５町村の夏祭り事業への支出のほか、防災行政無
線の戸別受信機を整備するなど、市内全域にわたり
基金を広く活用してきました。

【質問】
具体的な地域貢献内容は。

【回答】
現在、１９社に７８名が就労しており、そのうち
４１％にあたる３３名が市内在住者であります。

指定管理者の指定について指定管理者の指定について
【概要】
田村市運動公園内体育施設等の指定管理者をフク
シ・ルネサンス・山峡園グループにすることについ
て、議会の議決を求めるもの。

【質問】
決定に至る経過は。

【回答】
募集はプロポーザル方式により実施し、市民が参加
しやすい事業展開になることを求め、指定管理者選
定委員会において審査し決定しました。

【意見】
減額が福祉行政の後退と捉えかねないことから、代替
案を示すべき。

【採決】
起立採決の結果、「否決すべきもの」と決定。

【質問】
今後の機器発注計画は。

【回答】
新病院において全４３件の機器発注を予定しており、
現段階で１３件が完了し、残り３０件については、来
年３月までの発注を目指しています。

指定管理者の指定について指定管理者の指定について

【概要】
田村市老人憩の家針湯荘の指定管理者を有限会社慶
慶飯店にすることについて、議会の議決を求めるも
の。

【質問】
利用者の推移は。
【回答】
令和６年度は５万２千人です。
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　産業建設常任委員会産業建設常任委員会

予算常任委員会予算常任委員会

議案１件、請願１件、陳情１件を審査しました。議案１件、請願１件、陳情１件を審査しました。

議案１３件を審査しました。議案１３件を審査しました。

議案１件を「可決すべきもの」請願１件を「不採択とするもの」陳情１件を「採択すべきもの」と決定しました。
主な審査内容は次のとおりです。

議案１３件を「可決すべきもの」と決定しました。主な審査内容は次のとおりです。

所管事務調査所管事務調査 １２月９日に「都路町複合商業施設整備事業」について所管事務調査を実施しました。

議案審査議案審査

指定管理者の指定について指定管理者の指定について

【概要】
田村市船引コミュニティプラザの指定管理者を株式
会社ルネサンスにすることについて、議会の議決を
求めるもの。

【愛称】
コ・ラッシェ都路

（「来て」の方言である「こらっしぇ」が由来）

【入居店舗】
Domo（ど～も）岩井沢店（物販店）
みやこじスイーツゆい（菓子販売店）
麵処さとうコ・ラッシェ店（飲食店）

【グランドオープン】
令和７年１２月２０日（土）

令和７年度田村市一般会計補正予算（第５号）について令和７年度田村市一般会計補正予算（第５号）について

【概要】
歳入歳出予算にそれぞれ８，８７４万３千円を追加し、
総額をそれぞれ２９８億５２３万２千円とするもの。

【質問１】
減額補正の長寿者褒賞について、対象者の当初見込みと
実際の人数は。

【回答１】
対象見込み人数は当初３６名で見込んでいましたが、当
該年度中の住民異動、死亡等の事由により現時点では
２１名となっています。

【質問２】
学校給食費の財源であるふくしま旬の食材等活用推進事
業補助金の活用状況は。

【回答２】
田村市の郷土食を提供し、地域の食文化の良さというも
のを理解してもらうなどの取組に活用させていただいて
おります。

　　
次
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【質問】
備品購入する場合の費用負担は。

【回答】
市が指定管理者へ支払う指定管理料に備品費も含ま
れています。

陳情の審査結果陳情の審査結果

【概要】
陳情第８号「最低賃金を引き上げやすい環境整備のため
に、中小企業・小規模事業者支援の拡充を求める意見書 」 
の提出については、最低賃金の引き上げを円滑に実施する
ため、中小企業・小規模事業者支援の拡充を行うよう、 政
府に対して意見書の提出を求めるものであります。
審査の過程において、支援策がなければ人件費上昇が中小
企業の経営を圧迫し、倒産を招く恐れがあるとの意見が出
され、全会一致で「採択すべきもの」と決定しました。

【質問３】
滝根地区集合屯所整備事業の用地取得方法は。

【回答３】
菅谷地区の集合屯所は市の土地を活用し、神俣、広瀬地区の
集合屯所は民地を購入しました。
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　令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 に 「 こ ど も 議 会 」が 議 場 に て 開 催 さ れ、市 内 小 中 学 校 を 代 表 す る １ ５ 名 の
こども議員が、一般質問と全員協議会を行いました。
　 一 般 質 問 で は、４ つ の 班 に 分 か れ て 質 問 を 行 い、全 員 協 議 会 で は 「 小・中 学 校 に お け る 生 成AI の
活用について」をテーマに、それぞれの考えを発言し、市の将来について意見を出し合いました。

田村市の未来のために私たちは提案します！田村市の未来のために私たちは提案します！

議員を務めた児童・生徒の皆さん議員を務めた児童・生徒の皆さん

各班の質問内容各班の質問内容
小学校１班小学校１班

中学校１班中学校１班

小学校２班小学校２班

中学校２班中学校２班

野木美桜里さん、吉田暁央さん
白岩桜雅さん、壁谷柊我さん

子育て支援について
【質問】幼児一時預かりの課題は。
【回答】
保護者の働き方が様々であることから、希望する時間や
形態に合った受け入れ先を調整することが難しくなって
きていることです。

遠藤光希さん、𠮷田真桜さん
大山偉央さん

熊谷ゆうさん、桑原柚菜さん
吉田謙心さん、安田梨那さん

秋元　楽さん、渡邉蒼乃さん
堀越陽向さん、佐久間柑那さん

議長  秋元楽さん（大越中学校）

副議長  熊谷ゆうさん（大越小学校）

議員（小学生）  野木美桜里さん（滝根）、吉田暁央さん（都路）、白岩桜雅さん（常葉）
 壁谷柊我さん（船引）、桑原柚菜さん（船引南）、吉田謙心さん（船引）、安田梨那さん（美山）

議員（中学生）  遠藤光希さん（滝根）、𠮷田真桜さん（都路）、大山偉央さん（船引）
 渡邉蒼乃さん（常葉）、堀越陽向さん（船引南）、佐久間柑那さん（船引）

校舎建て替えの判断基準と廃校の利活用について
【質問】建替える校舎の判断基準は。
【回答】
校舎の築年数や耐震性、老朽化の進行具合など国が示す
基準に基づいて、市の財政状況を踏まえた現実的な優先
順位のもとに判断しています。

過疎化の対策について
【質問】過疎化に対しての取り組みは。
【回答】
地域で魅力を感じながら働けるための雇用創出や企業支
援、移住定住促進のための支援等を重点的に取組んでお
ります。

田村市各駅の活性化に関する施策について
【質問】各駅活性化に対する考えは。
【回答】
磐越東線の利用を促すための絵画コンクールや企画列車
の運行を行うとともに、駅周辺に賑わいを生む施設の誘
致等の検討を行っております。



田村市議会15

田村市議会では、「議会報告会」を令和７年５月１５日に中央公民館にて開催しました。
意見等に対する市からの回答は次のとおりです。

議会報告会を開催しました！議会報告会を開催しました！

意見・要望事項意見・要望事項

　情緒的、文化的なものを掘り起こし、理想的な地域として発信してほしい。

【回 答】企 画 調 整 課
　 本 市 は 自 然 や 祭 礼、伝 統 芸 能、食 ・工 芸 な ど 多 彩 な 文 化 資 源 を 有 し ま す が、保 存 及 び 発 信 や 世 代 継 承 が 課
題 で す。市 は 映 像 及 び 写 真 に よ る 記 録 化、地 域 団 体 等 へ の 支 援 や 連 携 で 情 緒 的 ・文 化 的 な 魅 力 を 発 信 す る と
と も に、住 民 主 体 の 発 信 体 制 や 体 験 型 コ ン テ ン ツ、広 域 プ ロ モ ー シ ョ ン で の 交 流 人 口 拡 大 と 地 域 活 性 化 を
目 指 し ま す。

　都路 10 区大久保地区の避難所を旧大久保小学校跡地に設置してほしい。

【回 答】生 活 安 全 課
　 旧 大 久 保 小 学 校 体 育 館 は 土 砂 災 害 警 戒 区 域 の た め、令 和3 年 に 指 定 避 難 所 か ら 除 外 さ れ、跡 地 に 避 難 施 設
を 新 設 す る 予 定 は あ り ま せ ん。市 は 自 主 防 災 組 織 を 中 心 に 地 区 防 災 計 画 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 行 い、地 域 内 の
寺 院 ・神 社 や 民 間 施 設 な ど 公 共 施 設 以 外 の 避 難 先 も 含 め、地 域 と 市 が 話 し 合 っ て 安 全 な 避 難 方 法 や 避 難 所
を 検 討 し て い き ま す。

船引町船引字時ノ宮地内、国道 288 号船引バイパス付近の市道の側溝整備等をしてほしい。

【回 答】建 設 課
　 市 道 の 側 溝 整 備 の 要 望 で す が、場 所 の 特 定 が で き な い た め、改 め て 議 員 ま た は 行 政 区 長 へ ご 相 談 い た だ
く よ う お 願 い し ま す。

リサイクルマークのある缶詰の空缶を一般の缶と一緒に専用ごみ袋に入れて処理できるようにしてほしい。

【回 答】環 境 課
　 市 で は、リ サ イ ク ル 方 法 が 異 な る た め、リ サ イ ク ル マ ー ク の あ る 缶 詰 の 空 き 缶 は 「 燃 や せ な い ご み 」で 出
す よ う お 願 い し ま す。飲 料 用 缶 は 軽 く す す い で 資 源 ご み に 出 せ ま す が、缶 詰 缶 は 中 身 や ラ ベ ル の 処 理 が 必
要 で、飲 料 缶 と 混 ぜ る と リ サ イ ク ル 時 に 異 物 や コ ス ト 増 に な り ま す。市 は 回 収 後 に 選 別 し て 再 資 源 化 し て
い ま す が、分 別 の 協 力 を お 願 い し ま す。

文化祭における展示スペースを広く確保してほしい。

【回 答】中 央 公 民 館
　 文 化 祭 は 各 実 行 委 員 会 が 公 民 館 ・体 育 館 等 で 開 催 し て お り、展 示 ス ペ ー ス に 限 り が あ り ま す。要 望 が あ る
作 品 全 て を 展 示 す る に は、別 の 公 共 施 設 に 会 場 を 分 散 す る 方 法 や、別 日 程 な ど の 検 討 が 必 要 で す が、公 平 性
や 駐 車 場 な ど 新 た な 課 題 も 生 じ ま す。今 後 は 出 展 団 体 と 調 整 し、現 施 設 を 基 本 に よ り 良 い 開 催 方 法 を 各 実
行 委 で 検 討 し て ま い り ま す。

若い人が集える場所や表現できる場所を増やすことと、意見を言える機会をつくってほしい。また、市外から来た
人が楽しめる場所がほしい。

【回 答】企 画 調 整 課
　 全 国 的 に 若 者 の 居 場 所 ・表 現 機 会 の 不 足 が 地 域 の 若 者 定 着 の 妨 げ と な っ て お り、本 市 で も 若 年 層 流 出 が
課 題 で す。市 は 廃 校 や 空 き 家 ・店 舗 を 活 用 し た 交 流 拠 点 や 創 作 ・創 業 支 援、Tamura Future 市 民 会 議 の 周
知 な ど で 居 場 所 づ く り を 推 進 し て い き ま す。ま た、観 光 面 で は 既 存 施 設 の 改 修 や 滞 在 型 体 験 商 品 及 び、回 遊
性 を 高 め る ネ ッ ト ワ ー ク の 充 実、情 報 発 信 の 強 化 に よ り 滞 在 ・交 流 人 口 の 拡 大 を 図 っ て ま い り ま す。

癒し的な公共施設を増やし、魅力ある市にしてほしい。

【回 答】財 政 課
　 公 共 施 設 は 市 民 の 暮 ら し や 来 訪 者 の に ぎ わ い に 必 要 で あ り、設 備 充 実 へ の 期 待 は 大 き く、魅 力 度 向 上 の
観 点 か ら も 重 要 な 課 題 と 認 識 し て お り ま す。一 方 で 老 朽 化 が 進 み、合 併 で 残 る 類 似 施 設 の 整 理 も 急 務 で す。
現 行 の 集 い の 場 を 守 る と 同 時 に、将 来 世 代 へ 適 切 に 引 き 継 ぐ 責 務 が あ る こ と か ら、統 合 ・集 約 も 含 め た あ ら
ゆ る 選 択 肢 を 念 頭 に 置 き、総 合 的 に 検 討 し て い き ま す。
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意見書提出について意見書提出について
　９月定例会において可決された意見書提出の発議について、以下のとおり内閣総理大臣をはじめ、関係機関に
提出しました。

地方財政の充実・強化を求める意見書地方財政の充実・強化を求める意見書

【提出先】
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、
内閣府特命担当大臣（こども政策　少子化対策　若者活躍　男女共同参画、共生・共助）

緊急防災・減債事業債の制度延長及び充実を求める意見書緊急防災・減債事業債の制度延長及び充実を求める意見書

【提出先】
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、
国土強靭化担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災）

市議会議員一般選挙が行われます市議会議員一般選挙が行われます
　令和８年４月３０日の任期満了に伴う田村市議会議員選挙が下記のとおり行われます。地域の暮らしや福祉、
子育てや防災など、私たちの生活に関わる大切な決定は、あなたの一票で形になります。ぜひ投票に足を運んで
ください。

告示日：令和８年４月１２日（日）告示日：令和８年４月１２日（日） 投票日：令和８年４月１９日（日）投票日：令和８年４月１９日（日）

議員寄附行為の禁止について議員寄附行為の禁止について
　議員は、選挙区の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。これは、議員が寄附を通じて
特定の個人や団体に影響を与えることを防ぎ、選挙の公正さや政治の公平性を守るための制度です。
　住民の皆さまも、議員や候補者からの寄附や差し入れをなどを求めたり受け取ったりしないよう、ご理解とご
協力をお願いいたします。
　公正な選挙と健全な民主主義のために、みんなでルールを守りましょう。

落成式・開店祝などの花輪、
葬儀の花輪・供花、病気見舞
いなど お歳暮・お年賀など

卒業祝
入学祝など

お祭りへの寄附・差し入れ
町内会の催物への寸志など

【内容（一部抜粋）】
・社会保障の充実、地域活性化、ＤＸ化、物価高騰対策、防災・減災、地域公共交通の再構築など、増大する地
方公共団体の財政需要を的確に把握するとともに、それを支える人件費を重視しつつ、現行の水準にとどまらな
い、より積極的な地方財源の確保・充実を図ること。
・子育て対策、地域医療や介護の確保、生活困窮者自立支援など、より高まりつつある社会保障ニーズが自治体
の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を図る
こと。特に、これらの分野を支える人材確保に向けた自治体の取組を十分に支える財政措置を講じること。

【内容（一部抜粋）】
・緊急防災・減災事業債について、令和８年度以降も継続するとともに、安定的かつ恒久的な制度とすること。
・起債対象事業の拡大、要件緩和並びに交付税措置率の引上げを行い、自治体が柔軟に活用できる制度とすること。
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　請願とは、憲法第１６条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為　
　で、必ず紹介議員を要しますが、誰でも提出することができます。陳情とは、事実上の行為として
　議員の紹介なしで提出するものです。

請願・陳情のお知らせ請願・陳情のお知らせ

○請願（陳情）書の書き方と提出方法

　請願書などは、議会事務局へ直接持参し
てください。なお、定例会開会の５日前（土
日祝日を除く）に開かれる議会運営委員会
前日午後５時までに受付したものは、当該
定例会で審議するかどうかを議会運営委員
会で判断しますが、それ以降に受付したも
のは、次の定例会前の議会運営委員会で審
議するかどうか判断することになります。
　詳しくは、議会事務局までお問い合わせ
ください。
※意見書提出を求める場合は、意見書の案
　文を添付願います。

請願（陳情）書
　　　　　　　　　　　　　令和　年　月　日
　田村市議会議長　○○○○　様
　  　請願者　住所　○○○○○○○○
　　（陳情者）  氏名　○○○○ （署名又は記名押印）

（連絡先）  電話番号　○○○○○○○○
　　　　  紹介議員　○○○○（署名又は記名押印）
　　　　　　　　　※陳情の場合は不要

　　（件名）　○○○○について
      請願（陳情）要旨　○○○・・・・
　　請願（陳情）事項　○○○・・・・

【記載例】

議会事務局からのお知らせ議会事務局からのお知らせ

☆議会中継をインターネットで動画配信しています！！☆議会中継をインターネットで動画配信しています！！

☆市民の声を募集しています！！☆市民の声を募集しています！！

☆市政だより、議会だよりをスマホ用アプリ『マチイロ』でご覧いただけます！！☆市政だより、議会だよりをスマホ用アプリ『マチイロ』でご覧いただけます！！

田村市議会のホームページでは、議会に関する各種情報を公開しています。
定例会等の開催日程や会議録など最新の情報をご覧になることができます。

　「たむら市政だより」、「たむら議会だより」をもっと多くの皆さんに読んでいただけ
るよう、スマートフォン用アプリ「マチイロ」を導入しました。この無料アプリをダウ
ンロードすると、いつでもどこでもスマートフォンなどで「市政だより」や「議会だより」
を読むことができます。
　ダウンロード方法など詳しくは「マチイロ」のホームページをご覧ください！　

　議会や市政全般に対するご意見・ご要望などを３６０字程度で住所、氏名を
ご記入いただき、顔写真を同封（添付）して持参、郵送、メールにより議会事
務局までご寄稿ください。
　なお、ご寄稿していただきました原稿について、「市民の声掲載基準」に基
づき、掲載の可否を判断いたします。詳しくは、議会事務局までお問い合わせ
ください。

田村市議会では、インターネットを活用し、本会議中継を動画配信（ライブ及び録画）しております。市のホー
ムページからアクセスしていただくと、代表質問や一般質問などの映像をご覧いただくことができます。
　なお、ライブ配信は議会開催中に、録画配信は議会閉会後 1 週間程度でご覧になることができます。詳しくは、
議会事務局までお問い合わせください。

☆アドレス☆　https://machiiro.town/☆アドレス☆　https://machiiro.town/

　
次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
若
者
の
声
」
と
「
市
民
の
声
」
で
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
若
者
の
声
」
と
「
市
民
の
声
」
で
す
。



☆田村市議会ホームページアドレス☆
https://www.city.tamura.lg.jp/site/gikai/

船引高校　２年生

安瀬　槇さん

「EGAKU を体験して」
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　３月定例会は下記の日程で開催される予定です。議会は一般に公開され、どなたでも傍聴できます。
なお、傍聴予定日の当日に体調等がすぐれない際は、傍聴をご遠慮くださるようお願いいたします。詳し
くは議会事務局までお問い合わせください。

２月１７日（火）初日（招集日）
　会期の決定、提案理由の説明等

２月１９日 （木） 代表質問
２月２０日 （金） 一般質問
２月２４日 （火） 　　〃
２月２５日 （水） 　　〃

２月２６日 （木） 総括質疑、議案等の常任委員会付託
各常任委員会審査

２月２７日 （金） 予算常任委員会審査
３月　２日 （月） 　　　　〃
３月　３日 （火） 　　　　〃

３月　４日 （水） 　　　　〃

３月　５日 （木） 　　　　〃
３月　６日 （金） 　　　　〃

３月１０日 （火） 最終日
　各常任委員会審査結果報告、質疑、討論、採決

船引高校で創造性開発プログラム「EGAKU（※ 4）」を体験し、
活動を共にした相手の思いや考え方を知ることができました。
この有意義な経験を通して、私は地域の方々ともっと深く関わ
り、多様な考え方を知りたいという思いを強く持つようになり
ました。その思いがきっかけとなり、小さな一歩として地域の
方々を学校にお招きし、少人数ながら一緒に EGAKU を実施
することができました。そして、その出会いから「地域の大人
と高校生とでプログラムをやってみよう」という話が具体化し、
今回の交流プログラムが実現しました。当日は、高校生と地域
の方々がコミュニケーションを取りながら楽しく活動し、と
ても充実した時間となりました。今回の EGAKU のテーマは、

田村市都路町

若林　真貴　さん

「地域に支えられ、子育てと仕事を
続ける日々」

私は、都路町で子育てをしながら「みやこじスイーツゆい」
でお菓子作りに携わっています。毎日、家事や育児に追われ
ながらも、地域の素材を使い、一つひとつ心を込めてお菓子
を作る時間は、私にとって大切な仕事であり、地域とつなが
る大切な役割だと感じています。
　震災と原発事故により、都路町は大きな困難を経験しまし
た。子育てをする中で、この町で暮らすことへの不安を感じ
たこともありましたが、地域の方々の温かい声かけや支えに
何度も助けられてきました。お店にたつと、「子どもは元気？」
と気にかけてくれるお客さまや、「また来るね」と声をかけ
てくださる方がいて、人とのつながりの大切さを実感してい
ます。
　お菓子は、ほんの少しの時間でも心を和ませ、笑顔を生む
力があると思っています。都路で育った素材を使ったお菓子
を通して、地域の魅力や復興の歩みを伝えていくことが、私
にできる小さな貢献です。これからも、子育てと仕事を両立
しながら、都路で暮らす一人として地域に寄り添い、未来に
つながる一歩を積み重ねていきたいと思います。

令和７年１２月定例会の様子

普段あまり深く考えたことのない「自分の源」でした。プログ
ラムを通して自分と深く向き合う貴重な時間を過ごし、地域の
方々が私の絵に対して感想を伝え、思いに共感してくださる瞬
間は、私にとって非常に有意義でした。
　高校生と大人が関わる機会は多くありませんが、違う年代の
人が交流し、コミュニケーションを取ることは、地域の活性化
にとても役立つと強く感じました。今後もこのような世代を超
えたイベントが、田村市内で増えていくことを期待しています。

あんぜ　　まき

議会だよりへのご意見・ご要望をお寄せください！！

わかばやし　まき

◆発行責任者：議長　大橋　幹一
◆編集：議会広報委員会
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【お問い合せ先】　田村市議会事務局
 〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添７６番地２
　電話：0247-81-1223
　市ホームページお問い合わせフォームなどを
　ご利用ください。

≪広報委員会≫
〈委員長〉　　遠藤　雄一（前列左）
〈副委員長〉　吉田　一雄（前列右）
〈委　員〉後列左から 大河原孝志、佐藤　重実
                       　   管野　公治、蒲生　康博

シリーズシリーズ 若者の声若者の声シリーズシリーズ 市民の声市民の声

※ 4　アートを通じて自分と深く対話し内省することで自己認知を高め、
　自分の強みや自己成長を実感するプログラムのこと。


